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使用料改定に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （杵築市コミュニティセンター条例の一部改正） 

第１条 杵築市コミュニティセンター条例（平成２９年杵築市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。  

 別表第２（第９条関係） 

  センターの使用料 

区分 時間 使用料 備考 

大会議室 午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

３３０円 

１ １時間未満の使用時間

は１時間として算定する 

 。 

２ 冷暖房設備を使用する

場合は、１時間につき使

用料の２０％（１０円未

満切捨て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村の住

民等の場合は、使用料（ 

冷暖房設備を使用する場

合は加算後の金額）の１

００％を加算する。 

４ 営利を目的とする場合

は、使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加算後

の金額）の２００％を加

算する。 

調理室 午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

３９０円 

その他研

修室等 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

１６０円 

 （杵築市行政財産使用料条例の一部改正） 

第２条 杵築市行政財産使用料条例（平成１７年杵築市条例第８
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４号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

 別表（第３条関係） 

公の施

設の名

称 

 区分  時間 使用料     備考 

体験型

農村交

流拠点

施設 

交流広場 午前８時

３０分か

ら 

午後５時

まで 

１時間につき 

   １１０円 

１時間未満の使用時間

は１時間として算定す

る。 

杵築市

東山香

地区グ

ラウン

ド 

杵築市

立石地

区グラ

ウンド 

杵築市

山浦地

区グラ

ウンド

杵築市

向野地

区グラ 

グラウン

ド 

 １時間につき 

   １１０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 
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ウンド      

杵築市

隣保館 

集会室 午前９時

から 

正午まで 

 １，１００円 １ 利用時間が１区間

に満たない場合も使

用料は、減額又は免

除しない。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、次の区間

の１時間当たり使用

料に延長時間を乗じ

た額を加算する（１

時間未満は、１時間

とする 。）。 

正午から 

午後５時

まで 

 １，６５０円 

午後５時

から 

午後１０

時まで 

 ２，２００円 

研修室 午前９時

から 

正午まで 

   ５５０円 

正午から 

午後５時

まで 

 １，１００円 

午後５時

から 

午後１０

時まで 

 １，６５０円 

杵築市

健康福

祉セン

ター 

温泉場 国民の祝

日に関す

る法律（ 

昭和２３

年法律第

１７８号 

１人１回につき 

一般（市内） 

   ２２０円

小中学生 

   １１０円 

回数券（１２回 

一般の利用者が他市町

村の住民等の場合は、

１人１回につき３３０

円、回数券（１２回分 

）を３，３００円とす

る。 
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  ）に規定

する休日

（以下「 

祝日」と

いう。）

及び１２

月２９日

から翌年

１月３日

までの期

間を除く

日（休館

日を除く 

。） 

正午から 

午後９時

まで 

祝日及び

１２月２

９日から

翌年１月

３日まで

（休館日

を除く。 

） 

正午から 

午後８時

まで 

分） 

一般（市内） 

 ２，２００円 

小中学生 

 １，１００円 

未就学児の使用

料は無料とする 

。 
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 多目的ホ

ール 

午前８時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

１，６５０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間当

たり使用料に延長時

間を乗じた額を加算

する（１時間未満は 

、１時間とする。） 

。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。ただし、

冷暖房設備を除く。 

４ 利用者が入場料若

しくはこれに類する

ものを徴収するとき

又は入場料は徴収し

ないが営利を目的と

して利用する場合は 

、使用料の２００％

を加算する。ただし 

、冷暖房設備を除く 

。 

冷暖房設

備 

午前８時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

２，４７０円 

屋根付広

場 

午前８時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ８２０円 

 運動広場 午前６時

から 

午後９時 

１時間につき 

１１０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 
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 ３０分ま

で 

 ２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間当

たり使用料に延長時

間を乗じた額を加算

する（１時間未満は 

、１時間とする。） 

。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

夜間照明

施設 

午後５時

３０分か

ら 

午後９時

３０分ま

で 

１時間につき 

 ３，３００円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、３０分ご

ととし、１時間当た

り使用料の５０％を

加算する（３０分未

満は、３０分とする 

。）。 

杵築市

農村環

境改善

センタ

ー 

大会議室 午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ３３０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房設備を使用

する場合は、１時間 

につき使用料の２０ 調理室 午前８時 １時間につき 

9



 

  ３０分か

ら 

午後１０

時まで 

   ３９０円 ％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、 

使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加

算後の金額）の１０

０％を加算する。 

その他研

修室等 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   １６０円 

杵築市

野上家 

野上家

（東屋及

び庭園） 

午前９時

から 

午後１時

まで 

１回 

 ２，２００円 

１ 利用時間が１区間

に満たない場合も使

用料は、減額又は免

除しない。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、次の区間

の１時間当たり使用

料に延長時間を乗じ 

た額を加算する（１

時間未満は、１時間

とする 。）。 

３ 営利を目的とする

場合は、使用料の２

００％を加算する。 

午後１時

から 

午後５時

まで 

１回 

 ２，２００円 

午後５時

から 

午後９時 

まで 

１回 

 ４，４００円 

酢屋の

坂下広 

場 

広場 午前６時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

７７０円 

１ １時間未満の利用

時間は１時間として 

算定する。 

２ 広場で物品の販売 

終日 

１１，０００円 
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 建物 午前６時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   １６０円 

その他これらに類す

る行為をする場合に 

は２００％を加算す

る。 

３ 水道を使用する場

合は、水道料金及び

公共下水道の使用料

の実費相当額を加算

する。 

終日 

２，２００円 

ＪＲ杵

築駅駐

車場 

駐車場 午前６時

から 

午後１０

時まで 

１台１回につき 

   ３３０円 

１ 月極めについては 

、月額３，３００円

とする。ただし、平

日のみ利用する場合

は、月額２，４２０

円とする。 

２ 平日とは、土曜日

及び日曜日並びに祝

日を除く日とする。 

ＪＲ中

山香駅

駐車場 

駐車場  １月につき 

 ２，２００円 

 

杵築市

立杵築

小学校 

杵築市 

立東小

学校 

体育館 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

２８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 大田小学校の夜間 

照明施設の利用時間

は、午後１０時まで 

運動場 午前９時

から 

１時間につき 

１１０円 
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杵築市

立大内

小学校 

杵築市

立八坂

小学校 

杵築市

立北杵

築小学

校 

杵築市

立豊洋

小学校

杵築市

立護江

小学校

杵築市

立山香

小学校 

杵築市

立立石

小学校 

杵築市

立大田

小学校 

 午後１０

時まで 

 とし、使用料は１時

間につき３，７９０

円とする。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。ただし、

大田小学校の夜間照

明施設を除く。 

杵築市

立杵築 

体育館 午前９時

から 

１時間につき 

   ２８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として 
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中学校 

杵築市 

立宗近

中学校 

杵築市 

立山香 

中学校 

 午後１０

時まで 

 算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

運動場 午前９時

から 

午後１０ 

時まで 

１時間につき 

   １１０円 

杵築市

きつき

生涯学 

習館 

杵築市

杵築中

央公民

館 

ホワイエ 午前９時

から 

午後１０ 

時まで 

１日につき 

   ６６０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房設備を使用 

する場合は、１時間

につき使用料の２０ 

％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加

算後の金額）の１０ 

０％を加算する。 

４ 営利を目的とする

場合は、使用料（冷

暖房設備を使用する 

場合は加算後の金額 

）の２００％を加算

する。 

調理実習

室 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ３９０円 

第２研修

室 

第５研修 

室 

第７研修 

室 

第８研修

室 

スタジオ 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

２９０円 

工芸室 午前９時

から 

午後１０ 

１時間につき 

２１０円 
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  時まで   

その他研

修室等 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

１３０円 

杵築市

中央公

民館 

杵築市

山香中 

央公民

館 

多目的ホ

ール 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ３３０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 多目的ホール以外

で冷暖房設備を使用 

する場合は、１時間

につき使用料の２０ 

％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村 

の住民等の場合は、

使用料（多目的ホー

ル以外で冷暖房設備

を使用する場合は加

算後の金額）の１０ 

０％を加算する。た

だし、多目的ホール

の冷暖房設備を除く 

。 

４ 営利を目的とする

場合は、使用料（多

目的ホール以外で冷 

冷暖房設

備（多目

的ホール

のみ） 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ８２０円 

調理室 午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ３９０円 

その他講

座室等 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   １３０円 
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    暖房設備を使用する

場合は加算後の金額 

）の２００％を加算

する。ただし、多目

的ホールの冷暖房設

備を除く。 

杵築市

大田中

央公民

館 

杵築市

大田山

村開発

センタ

ー 

多目的ホ

ール 

ホール 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ３３０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房設備を使用

する場合は、１時間

につき使用料の２０ 

％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、 

使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加

算後の金額）の１０

０％を加算する。 

４ 営利を目的とする 

場合は、使用料（冷

暖房設備を使用する

場合は加算後の金額 

）の２００％を加算

する。 

調理室 午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ３９０円 

２０１会

議室 

２０３会

議室 

午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   ２９０円 

武道場 午前８時

３０分か

ら 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   １６０円 

 

その他研 午前８時 １時間につき 
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 修室等 ３０分か

ら 

午後１０

時まで 

   １３０円  

杵築市

杵築十

王教育 

文化会 

館 

研修室 午前９時

から 

午後１０ 

時まで 

１時間につき 

   ３３０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房設備を使用 

する場合は、１時間

につき使用料の２０ 

％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加

算後の金額）の１０

０％を加算する。 

茶室 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

   １６０円 

その他会

議室 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

１６０円 

杵築市

きつき

城下町

資料館 

中根邸 

（主屋） 

午前９時

から 

午後１時

まで 

１回 

 ２，２００円 

１ 利用時間が１区間

に満たない場合も使

用料は、減額又は免

除しない。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、次の区間

の１時間当たり使用

料に延長時間を乗じ 

た額を加算する（１ 

午後１時

から 

午後５時

まで 

１回 

 ２，２００円 

午後５時 １回 
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  から 

午後９時

まで 

 ４，４００円 時間未満は、１時間

とする 。）。 

３ 営利を目的とする 

場合は、使用料の２ 

００％を加算する。 

一 

松

邸 

日本 

間 

（１ 

） 

午前９時 

から 

午後１時

まで 

１回 

 １，１００円 

午後１時

から 

午後５時

まで 

１回 

 １，６５０円 

午後５時 

から 

午後９時

まで 

１回 

 ２，２００円 

日本

間 

（２

） 

午前９時

から 

午後１時

まで 

１回 

   ８８０円 

午後１時

から 

午後５時

まで 

１回 

１，４３０円 

午後５時

から 

午後９時

まで 

１回 

 １，９８０円 
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  日本

間

（３

） 

午前９時

から 

午後１時

まで 

１回 

   ５５０円 

 

午後１時

から 

午後５時

まで 

１回 

 １，１００円 

午後５時

から 

午後９時

まで 

１回 

 １，６５０円 

杵築市

大原邸 

大原邸 

（主屋） 

午前９時

から 

午後５時

まで 

１時間につき 

   ５５０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間当

たり使用料に延長時

間を乗じた額を加算

する（１時間未満は 

、１時間とする。） 

。 

杵築市

磯矢邸 

磯矢邸 

（主屋） 

午前９時

から 

午後５時

まで 

１時間につき 

   ５５０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間当 
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    たり使用料に延長時

間を乗じた額を加算

する（１時間未満は 

、１時間とする。） 

。 

杵築市

能見邸 

日本間 

（上段の

間・次の

間） 

午前９時

から 

午後５時

まで 

１時間につき 

   ３３０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 営利を目的とする

場合は、使用料の２

００％を加算する。 

午後５時

から 

午後９時

まで 

１時間につき 

   ６６０円 

日本間 

（居間・

書院） 

午前９時 

から 

午後５時

まで 

１時間につき 

   ２２０円 

午後５時

から 

午後９時

まで 

１時間につき 

   ４４０円 

杵築市

営杵築

野球場 

野球場 午前６時

から 

午後９時

３０分ま

で 

１時間につき 

   ４９０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を 
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    加算する。 

夜間照明

施設 

午後５時

３０分か

ら 

午後９時

３０分ま

で 

１時間につき 

 ４，０５０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、３０分ご

ととし、１時間当た

り使用料の５０％を

加算する（３０分未

満は、３０分とする 

。）。 

杵築市

営杵築 

弓道場 

弓道場 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１人１回につき 

   １１０円 

利用者が他市町村の住

民等の場合は、使用料 

の１００％を加算する 

。 

杵築市

営テニ

スコー 

ト 

テニスコ

ート 

午前６時

から 

午後９時 

３０分ま

で 

１面１時間につ

き 

   ２８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間ご 

ととし、１時間に満

たない場合も使用料

は、減額又は免除し

ない。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を 

夜間照明

施設 

午後５時

から 

午後９時 

３０分ま

で 

１面１時間につ

き 

   １５０円 
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   加算する。ただし、

夜間照明施設を除く 

。 

杵築市

営総合

運動場 

運動場 午前６時

から 

午後９時

３０分ま

で 

１時間につき 

３３０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、 

使用料の１００％を

加算する。ただし、

夜間照明施設を除く 

。 

夜間照明

施設 

午後５時

から 

午後９時 

３０分ま

で 

１時間につき 

   ３３０円 

杵築市

勤労者

体育セ

ンター 

体育館 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１面１時間につ

き 

   ２８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

杵築市

営山香

グラウ 

ンド 

グラウン

ド 

午前６時

から 

午後１０ 

時まで 

１時間につき 

   ４９０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村 

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。ただし、 

夜間照明

施設 

午後５時

から 

午後１０ 

１面１時間につ

き 

 ２，４７０円 
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  時まで  夜間照明施設を除く 

。 

杵築市 

営第２

山香グ

ラウン

ド 

グラウン 

ド 

午前６時 

から 

午後８時

まで 

１時間につき 

   ２２０円 

１ １時間未満の使用 
時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

杵築市

営山香

弓道場 

弓道場 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１人１回につき 

   １１０円 

利用者が他市町村の住

民等の場合は、使用料

の１００％を加算する 

。 

杵築市

営山香

体育館

杵築市

営立石

体育館 

杵築市

営田原

体育館 

杵築市 

営朝田

体育館

杵築市

営東山 

体育館 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１面１時間につ

き 

   ２８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 
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香体育

館 

杵築市

営向野

体育館 

杵築市

営山浦

体育館 

杵築市

営上体

育館 

    

杵築市

営山香

水泳プ 

ール 

水泳プー

ル 

午前９時

から 

午後６時 

まで 

小、中学生 

１人１回につき 

   １１０円 

一般 

１人１回につき 

２２０円 

 

杵築市

営山香

ゲート

ボール

場 

ゲートボ

ール場 

午前６時

から 

午後８時

まで 

１コート１時間

につき 

   １１０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

杵築市

営大田

野球場 

野球場 午前６時

から 

午後８時 

１時間につき 

３００円 

 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 
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  まで  ２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

杵築市

営大田

ゲート

ボール

場 

ゲートボ

ール場 

午前６時

から 

午後８時

まで 

１コート１時間

につき 

   １１０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

杵築市

営サッ

カー場 

人工芝コ

ート 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

（平日） 

一般 

 １，２００円 

中学生以下 

   ６００円 

（土日祝日） 

一般 

 １，７６０円 

中学生以下 

   ８８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ ２分の１面又は４

分の１面の利用はこ

の表で定める使用料

にそれぞれ２分の１

又は４分の１を乗じ

て得た額とする。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

４ 利用者が入場料を

徴収する場合は、１

日につき１人当たり 
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    の最高入場料に２０

を乗じて得た額を使

用料に加算する。 

５ 目的外使用（営利

目的）の場合は、こ

の表で定める使用料

の２００％を加算す

る。 

６ 算出した使用料及

び加算使用料の合計

額に１０円未満の端

数があるときは、こ

れを切り捨てる。 

天然芝コ

ート 

午前９時

から 

午後８時

まで 

１時間につき 

一般 

   ７２０円 

中学生以下 

   ３６０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用者が入場料を

徴収する場合は、１

日につき１人当たり

の最高入場料に２０

を乗じて得た額を使

用料に加算する。 

３ 目的外使用（営利

目的）の場合は、こ

の表で定める使用料

の２００％を加算す

る。 
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 夜間照明

施設 

午後５時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

全面全灯 

 １，７２０円 

全面半灯 

   ８６０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 人工芝コートを２ 

分の１面又は４分の

１面に区切って使用

する場合は、これに

応じた金額とする。 

（管理棟 

）会議室 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき  

１１０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 冷暖房設備を使用

する場合は、１時間

につき使用料の２０ 

％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

（管理棟 

）シャワ

ー 

午前９時

から 

午後１０

時まで 

１回につき 

   １１０円 

 

杵築市

営多目

的広場

１ 

グラウン

ド 

午前６時

から 

午後８時

まで 

１時間につき 

   １６０円 

 

 

 

 

 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間ご

ととし、１時間に満

たない場合も使用料 
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    は、減額又は免除し

ない。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

杵築市

海浜夢

公園テ

ニスコ

ート 

テニスコ 

ート 

午前６時

から 

午後８時

まで 

１面１時間につ

き 

   ２８０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として

算定する。 

２ 利用時間を延長す

る場合は、１時間ご

ととし、１時間に満

たない場合も使用料

は、減額又は免除し

ない。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料の１００％を

加算する。 

（杵築市立図書館及び杵築市立民俗資料館条例の一部改正） 

第３条 杵築市立図書館及び杵築市立民俗資料館条例（平成１７

年杵築市条例第１９８号）の一部を次のように改正する。 

別表第３を次のように改める。 

 別表第３（第１１条関係） 

名称 区分 使用料 備考 

杵築市立

図書館 

多目的室 １時間につき 

４９０円 

１ １時間未満の使用

時間は１時間として 
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 会議室１ １時間につき 

１６０円 

算定する。 

２ 冷暖房設備を使用

する場合は、１時間

につき使用料の２０ 

％（１０円未満切捨

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町村

の住民等の場合は、

使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加

算後の金額）の１０

０％を加算する。 

会議室２ １時間につき  

３３０円 

（杵築市立山香工房（夢楽房）条例の一部改正） 

第４条 杵築市立山香工房（夢楽房）条例（平成１７年杵築市条

例第２０１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項を次のように改める。 

２ 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の２０％（１０円未

満切捨て）を加算する。 

第６条に次の１項を加える。 

３ 利用者が他市町村の住民等の場合は、使用料（冷暖房設備

を使用する場合は加算後の金額）の１００％を加算する。 

  別表使用料の欄中「３３０円」を「４９０円」に、「６６０

円」を「９８０円」に、「１，３２０円」を「１，９６０円 

」に改める。 

（杵築市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正） 

第５条 杵築市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１７年杵築市条例

第２１６号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 
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 別表（第９条関係） 
名称 区分 時間 使用料 備考 

杵築 

市Ｂ

＆Ｇ

海洋 

セン

ター 

体育館 午前９時 

から 

午後１０

時まで 

１面１時間につ 

き  

２８０円 

１ １時間未満の使 

用時間は１時間と

して算定する。 

２ 会議室の冷暖房 

設備を使用する場

合は、１時間につ

き使用料の２０％

（１０円未満切捨 

て）を加算する。 

３ 利用者が他市町

村の住民等の場合 

は、使用料（冷暖

房設備を使用する

場合は加算後の金

額）の１００％を

加算する。 

会議室 午前９時

から 

午後１０

時まで 

１時間につき 

１６０円 

プール 午前９時

から 

午後６時 

まで 

高校生以上１回

につき  

２２０円 

小・中学生１回

につき  

１１０円 

（杵築市文化体育館条例の一部改正） 

第６条 杵築市文化体育館条例（平成１９年杵築市条例第２８

号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 
 別表（第１０条関係） 
 （１） 施設等使用料 

 区分 使用料 

施設 専用

利用 

アリーナ 全面 １時間に

つき 
１，６２０円 
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   ２分の１面 １時間に

つき 
８１０円 

３分の１面 １時間に 
つき 

５４０円 

ステージ  １時間に 
つき 

２４０円 

ミーティ

ング室 
全室 １時間に

つき 
４４０円 

２分の１面 １時間に

つき 
２２０円 

選手控室

（１） 
 １時間に

つき 
１１０円 

選手控室 
（２） 

 １時間に 
つき 

１１０円 

選手控室

（３） 
 １時間に

つき 
１１０円 

個人

利用 
トレーニ

ング室 
 １人（中

学生以上

に限る。 
）２時間

につき 

３５０円 

回数券１

２枚綴り

１冊 

３，５００円 

ランニン 
グコース 

 １人１時 
間につき 

１２０円 

卓球  １台１時 １７０円 
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    間につき  
バドミン 
トン 

 １面１時 
間につき 

１７０円 

附帯 

設備 

照明 

設備 

アリーナ 全面全点灯 １時間に

つき 
１，５６０円 

全面５０％

点灯 
１時間に

つき 
７８０円 

全面２５％

点灯 
１時間に

つき 
３９０円 

ステージ 照明設備Ａ

セット 
１時間に

つき 
１，１００円 

照明設備Ｂ

セット 
１時間に

つき 
４，１２０円 

照明設備Ｃ

セット 
１時間に

つき 
６，０５０円 

 
音響

設備 

ステージ 音響設備Ａ

セット 
１時間に

つき 
９３０円 

音響設備Ｂ

セット 
１時間に

つき 
１，６５０円 

冷暖

房設 

備 

アリーナ  １時間に

つき 
１１，０００円 

ミーティ

ング室 
全室 １時間に

つき 
８０円 

２分の１室 １時間に 
つき 

４０円 

選手控室 
（１） 

 １時間に 
つき 

２０円 
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  選手控室

（２） 
 １時間に

つき 
２０円 

選手控室 
（３） 

 １時間に 
つき 

２０円 

 備考 
  １ 割増使用料 

（１） 営利又は宣伝を目的として使用する場合の割増使用料

は、所定の使用料に１００分の２００を乗じて得た金額

とする。ただし、附帯設備のうち、アリーナの照明設備

及び冷暖房設備に係る使用料については、割増使用料の

加算対象としないものとする。 
（２） 入場者から入場料（前売券面額をいい、前売券のない

場合は、行事の当日に入場者から領収する金額）又は会

費（以下「入場料等」という 。） を徴収して使用する場

合の割増使用料 
ア アマチュアスポーツに使用するときは、１人１回につ

き徴収する最高の入場料等に２０を乗じて得た金額とす

る。 
イ アマチュアスポーツ以外に使用するときは、１人１回

につき徴収する最高の入場料等に５０を乗じて得た金額

とする。 
（３） 割増使用料が前２号に該当する場合は、その合計金額

とする。 
２ 有料施設を使用する場合は、ランニングコースの使用料は、

徴収しない。 
３ 施設を準備（リハーサルを含む 。） 又は撤去の目的で使用

する場合の使用料は、所定の使用料に１００分の５０を乗じ

て得た金額とする。 
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４ アリーナの照明設備を２分の１面又は３分の１面に区切っ

て使用する場合には、これに応じた金額とする。 
５ ステージ照明設備の照明器具は次のとおりとする。 
（１） Ａセット 照明操作卓一式、フロントサイドライト１

Ｋｗ１２台、ボーダーライト１５０ｗ８１台 
（２） Ｂセット Ａセットの外に、アッパーホリゾントライ

ト２００ｗ８０灯、ロアーホリゾントライト３００ｗ×

８灯９台、サスペンションライト１Ｋｗ×２０台２列、

ピンスポットライト１Ｋｗ２台 
（３） Ｃセット Ｂセットの外に、スポットライト（フルネ

ルレンズ１Ｋｗ１４台、パーライト１Ｋｗ１２台、エリ

ブソイダルリフレクタ７５０ｗ１２台 ）、 移動型調光器

（送信機込）２Ｋｗ×３６台、効果器（プロジェクター

スポットライト１Ｋｗ２台、スライドキャリアー（スラ

イドフィルム込）一式、ディスクマシン（エフェクトデ

ィスク込）１Ｋｗ１台、芯なしダブルマシン（ガラスマ

ット込）１台、先玉２組、ストロボ２５０ｗ１台、ミラ

ーボール一式 ）、 スタンド・ハンガー類一式 
６ ステージ音響設備の音響器具は次のとおりとする。 
（１） Ａセット メインスピーカー一式、舞台操作卓一式、

固定はね返りスピーカー２台、アナウンスマイク２本、

ワイヤレスマイクロホン（ハンド・タイピン）２本、マ

イクスタンド４本 
（２） Ｂセット Ａセットの外に、放送室周辺機器卓一式、

アリーナサブスピーカー一式、ステージスピーカー一式、

モニタースピーカー一式、コンデンサーマイクロホン１

本、ダイナミックマイクロホン１０本、ブーム型マイク

スタンド１０本、インカム一式 
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７ 施設又は附帯設備の使用の単位が「１時間」であるものに

係る使用の時間が１時間未満であるとき又はその時間に１時

間未満の端数があるときは１時間とし、「２時間」であるも

のに係る使用の時間が２時間未満であるとき又はその時間に

２時間未満の端数があるときは２時間として計算する。 
８ 算出した使用料に１０円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 
（２） 附属備品使用料   

区分 使用料 
附属

備品 

持込み電気器

具 
１Ｋｗ １時間につき ２０円 

プロジェクタ

ー（ステージ 
） 

 １時間につき ２２０円 

所作台 一式 １回につき ３，３００円 
平台 １枚 １回につき １６０円 
上敷 １枚 １回につき ２２０円 
演台 一式 １回につき ３３０円 
ピアノ １台（調

律料別） 
１回につき ２，７５０円 

箱馬 １個 １回につき ２０円 
司会台 １個 １回につき １６０円 
毛せん １枚 １回につき ２２０円 

備考 

 １ 附属備品の使用の単位が「１時間」であるものに係る使用

の時間が１時間未満であるとき又はその時間に１時間未満の

端数があるときは１時間として計算する。 
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２ １回とは、一つの目的で一つの使用申込みをする場合で、

１日又は２日以上継続して使用することをいう。 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３３号 
 
 

杵築市税特別措置条例の一部改正について 
 
 

杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
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杵築市税特別措置条例の一部を改正する条例 
 
杵築市税特別措置条例（平成１７年杵築市条例第８１号）の一

部を次のように改正する。 
第１条中「規定する特定業務施設」の次に「及び同号に規定す

る特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて

整備されるもの」を加える。 
 

附 則 
  （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の杵築市税特別措置条例第１条の規定は、令和６年４

月１９日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、

同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前

の例による。   
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議案第３４号 
 
 

杵築市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 
 
 

杵築市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
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杵築市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 杵築市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年杵築市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第３条第１項中「この条例の施行日から平成３２年３月３

１日までの間」を「当分の間」に、「平成３２年３月３１日まで

に修了することを予定している者」を「放課後児童支援員として

雇用された日の属する年度の翌々年度の末日までの間で市長が指

定する日までに修了を予定している者」に改め、同条第２項中「 

施行日から平成３２年３月３１日までの間」を「当分の間」に改

める。 

 

    附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の杵築市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定は、

令和６年４月１日から適用する。 
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議案第３５号 
 
 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 
 
 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 

              記 
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杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年杵築市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

 第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項

第４号中「３０人」を「２５人」に改める。 

 第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項

第４号中「３０人」を「２５人」に改める。 

 第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項

第４号中「３０人」を「２５人」に改める。 

 第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項

第４号中「３０人」を「２５人」に改める。 

 

    附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支

障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この条例による改

正後の杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項

及び第４７第２項の規定は、適用しない。この場合において、

この条例による改正前の杵築市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、

第４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、この条例の施行

の日以後においても、なおその効力を有する。 
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議案第３６号 
 
 

杵築市平尾台住宅団地汚水処理場条例の一部改正に

ついて 
 
 

杵築市平尾台住宅団地汚水処理場条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
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杵築市平尾台住宅団地汚水処理場条例の一部を改正

する条例 

 

 杵築市平尾台住宅団地汚水処理場条例（平成１７年杵築市条例

第１２０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「別表第１」を「別表」に、「して得た額」を

「した額に消費税等相当額を加えた額」に改め、同条第３項中「 

別表第１」を「別表」に、「して得た額」を「した額に消費税等

相当額を加えた額」に改め、同条第５項中「確定金額」を「合計

額」に、「切り捨てる」を「四捨五入する」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

 別表（第４条関係） 

  杵築市平尾台住宅団地汚水処理場使用料（２月につき） 

 種別 基本料金 

   従量料金（１ｍ３につき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 

０ｍ３

を超え

２０ｍ

３まで 

２０ｍ

３を超

え４０

ｍ３ま

で 

４０ｍ

３を超

え８０

ｍ３ま

で 

８０ｍ

３を超

え２０

０ｍ３

まで 

２００

ｍ３を

超える

部分 

一般汚水 ２，００ ２０円 １６１ １７０ １８２ １９０ 

 ０円  円 円 円 円 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  （使用料に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の杵築市平尾台住宅団地汚水処理場条
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例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している処

理場の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の

確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。 
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議案第３７号 
 
 

杵築市農業集落排水施設条例及び杵築市公共下水道

条例の一部改正について 
 
 

杵築市農業集落排水施設条例及び杵築市公共下水道条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市農業集落排水施設条例及び杵築市公共下水道

条例の一部を改正する条例 

 

 （杵築市農業集落排水施設条例の一部改正） 

第１条 杵築市農業集落排水施設条例（平成１７年杵築市条例第

１５７号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項中「別表」を「毎使用月において使用者が排

除した汚水量に応じ、別表第１」に改め、「した額」の次に「 

 に消費税等相当額を加えた額」を加え、「切捨て」を「四捨五

入」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

  （汚水量の算定） 

第１６条の２ 毎使用月において使用者が排除した汚水量の算

定は、別表第２のとおりとする。ただし、事業所等で使用す

る水の量が、排水設備に排除する汚水量と著しく異なる場合

は、使用の態様等を考慮して市長が認定する。 

  別表を次のように改める。 

 別表第１（第１６条関係） 

  大田地区農業集落排水施設及び中渓地区農業集落排水施設使

用料（２月につき） 

 種別 基本料金 

   従量料金（１ｍ３につき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 

０ｍ３

を超え

２０ｍ

３まで 

２０ｍ

３を超

え４０

ｍ３ま

で 

４０ｍ

３を超

え８０

ｍ３ま

で 

８０ｍ

３を超

え２０

０ｍ３

まで 

２００

ｍ３を

超える

部分 

一般汚水 ２，００ ２０円 １６１ １７０ １８２ １９０ 
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 ０円  円 円 円 円 

  別表第１の次に次の１表を加える。 

 別表第２（第１６条の２関係） 

  汚水量の算定（１月につき） 

 区分  種別  内容  算定人員 算定人員ごとの汚水

量 

 

一般家庭 

 

住宅 世帯（戸）

の人数 

１人   １３ｍ３ 

２人   ２０ｍ３ 

３人   ２４ｍ３ 

４人   ２８ｍ３ 

５人   ３２ｍ３ 

６人   ３６ｍ３ 

６人超  

 １人につき４ｍ３ 

 

事業所等 一般 事業所・

事務所・

店舗等 

０．５×職

員数 

０．２５×

１日平均利

用者数 

一般家庭と同じ 

（住居併用の場合は

算定人員×４ｍ３） 

 

 学校施設 こども園 

・小学校

等 

０．５×職

員数 

０．２５×

児童数 

  

 福祉施設 老人ホー

ム等 

入所定員数   

 その他 公衆トイ

レ・体育 

１人   
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 備考 

１ 算定人員に小数点以下の端数が生じた場合は、端数を切り

上げた数値を算定人員とみなす。 

２ 世帯（戸）の人数は、住民基本台帳により認定する。 

３ 「事業所等」とは、事業等を営む場所で排水設備を有する

ものをいう。ただし、住居併用で住居と事業所等が明確に区

分されていない場合は一般家庭として算定する。 

４ 「職員数」とは、その事業所等に従事するものをいう。 

５ 区分及び種別に複数該当する場合は、それぞれにおいて算

定した汚水量を合算するものとする。 

（杵築市公共下水道条例の一部改正） 

第２条 杵築市公共下水道条例（平成１７年杵築市条例第１８０

号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第１項及び第２項中「して得た額」を「した額に消

費税等相当額を加えた額」に改め、同条第４項中「確定金額」

を「合計額」に、「切り捨てる」を「四捨五入する」に改める。 

  別表第２を次のように改める。 

  別表第２（第１８条関係） 

  １ 杵築処理区下水道使用料（２月につき） 

  

 種別 

 

基本料金 

   従量料金（１ｍ３につき） 

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 

０ｍ３

を超え

２０ｍ

３まで 

２０ｍ

３を超

え４０

ｍ３ま 

４０ｍ

３を超

え８０

ｍ３ま 

８０ｍ

３を超

え２０

０ｍ３ 

２００

ｍ３を

超える

部分 

  館・公民

館等 
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   で で まで  

一般汚水 ２，００ ２０円 １６１ １７０ １８２ １９０ 

 ０円  円 円 円 円 

２ 山香処理区下水道使用料（２月につき）  

 種別 基本料金 

従量料金（１ｍ３につき） 

 第１段  第２段  第３段 

０ｍ３を超え

１０ｍ３まで 

１０ｍ３を超

え３０ｍ３ま

で 

３０ｍ３を超

える部分 

一般汚水 

 

１，４０

０円 

０円 

 

１６０円 １９０円 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（使用料に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の杵築市農業集落排水施設条例又

は第２条の規定による改正後の杵築市公共下水道条例の規定に

かかわらず、施行日前から継続して供用している施設又は下水

道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確

定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。 
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議案第３８号 

 

 

杵築市農業集落排水事業分担金徴収条例及び杵築市

特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部

改正について 

 

 

杵築市農業集落排水事業分担金徴収条例及び杵築市特定環境保

全公共下水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



杵築市農業集落排水事業分担金徴収条例及び杵築市

特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部

を改正する条例 

 

 （杵築市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正） 

第１条 杵築市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成１７年杵

築市条例第１５８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１） 区域外流入 杵築市農業集落排水施設条例（平成１

７年杵築市条例第１５７号。以下「排水施設条例」と

いう。）第３条で定められた区域（以下「排水区域」

という。）の区域外の区域から市の農業集落排水施設

に汚水を排除することをいう。 

（２） 受益者 事業により築造される農業集落排水施設に

より利益を受ける者をいう。 

  第２条の次に次の１条を加える。 

（区域外流入の許可） 

第２条の２ 受益者は、区域外流入をしようとするときは、市

長に申請し、その許可を受けなければならない。 

  第４条中「杵築市農業集落排水施設条例（平成１７年杵築市

条例第１５７号。以下「排水施設条例」という。）第３条で定

められた排水区域」を「排水区域」に改める。 

（杵築市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部改

正） 

第２条 杵築市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例（平
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成１７年杵築市条例第１８２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１） 区域外流入 下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第４条第１項の規定に基づき市が定めた公共下水道の

事業計画の区域外の区域から市の公共下水道の排水施

設に下水を排除することをいう。 

 （２） 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区

域（以下「排水区域」という。）内に存する土地の所

有者又は排水区域外に存する土地のうち、区域外流入

をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又

は使用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用のた

めに設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借に

よる権利を除く 。） の目的となっている土地について

は、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは

賃借人をいう。 

  第２条の次に次の１条を加える。 

（区域外流入の許可） 

第２条の２ 受益者は、区域外流入をしようとするときは、市

長に申請し、その許可を受けなければならない。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３９号 

 

 

杵築市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する 

条例の制定について 

 

 

杵築市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例を次の

ように定める。 

 

 

令和６年６月５日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する

条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充て

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の

規定に基づき、杵築市公共下水道区域外流入に係る分担金（以

下「分担金」という 。） の徴収に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

（１） 区域外流入 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

４条第１項の規定に基づき市が定めた公共下水道の事業

計画の区域外の区域から市の公共下水道の排水施設に下

水を排除することをいう。 

 （２） 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区域

外に存する土地のうち、区域外流入をする土地の所有者

をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃

貸借による権利（一時使用のために設定された地上権又

は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地

上権等」という 。） の目的となっている土地については、

それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人

をいう。 

 （許可） 

第３条 受益者は、区域外流入をしようとするときは、市長に申

請し、その許可を受けなければならない。 

 （分担金の額） 
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第４条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が前条の許

可を受けた日現在において所有し、又は地上権等を有する土地

の面積に１平方メートル当たり３００円を乗じて得た額とする。 

 （分担金の賦課及び徴収） 

第５条 市長は、第３条の許可をしたときは、受益者に前条の規

定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞

なく、当該分担金の額その納期限等を受益者に通知しなければ

ならない。 

３ 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特

に必要と認めたときは、この限りでない。 

 （分担金の徴収猶予） 

第６条 市長は、受益者が災害その他特別の事情により分担金を

納付することが著しく困難であると認める場合は、申請に基づ

き分担金の徴収を猶予することができる。 

 （分担金の減免） 

第７条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地につい

ては、分担金を徴収しないものとする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金につ

いては、これを減額し、又は免除することができる。 

（１） 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを

予定している土地に係る受益者 

（２） 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

に係る受益者 

（３） 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し

ている土地に係る受益者 

（４） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する
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生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の

事情があると認められる受益者 

（５） 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分

担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益

者 

（受益者に変更があった場合の取扱い） 

第８条 受益の決定通知以後、受益者の変更があった場合におい

て、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届

け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地

位を継承するものとする。ただし、第５条の規定により受益者

から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時

期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。 

  （督促手数料） 

第９条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状１通に

ついて１００円の督促手数料を徴収しなければならない。ただ

し、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを

徴収しない。 

 （杵築市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例との調整 

 ） 

第１０条 第５条の規定により分担金を賦課された土地が、杵築

市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成１７年杵

築市条例第１８１号）第５条の規定による賦課対象区域として

告示されたときは、当該土地については、同条例第６条第１項

の規定にかかわらず、負担金を賦課しない。 

 （委任） 

第１１条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

 

  附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４０号 

 

 

   杵築市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 

 杵築市過疎地域持続的発展計画の一部を変更することについて、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律

第１９号）第８条第１０項の規定において準用する同条第１項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年６月５日提出 

 

 

               杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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議案第４１号 
 
 

市道の路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ 
 り、市道の路線を次のように認定する。 
 
 

令和６年６月５日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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１ 認定する路線 

路線名 延長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

幅員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

起   点 
備考 

終   点 

杵築高校線 230.0 4.0～ 
13.0 

杵築市大字南杵築字中平前 2429 番 3 地先 

杵築市大字馬場尾字丸山 14 番 3 地先 
 

小杉宮平線 795.0 4.0～ 
9.5 

杵築市山香町大字日指字下舟子田 4340 番 3  

地先 

杵築市山香町大字日指字下宮平 1622 番 10 

地先 

 
 

竜頭恒道線 752.2 4.4～ 
12.7 

杵築市山香町大字野原字船木1665番 3 地先 

杵築市山香町大字野原字原田1724番 3 地先 
 

中村恒道線 278.0 5.0～ 
6.7 

杵築市山香町大字倉成字中村 527 番 1 地先 

杵築市山香町大字野原字柳ノ内 2106 番 2  

地先 
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～ 13.0ｍ

き つ き こ う こ う せ ん

杵 築 高 校 線

Ｌ = 230.0m
W = 4.0m

認 定

杵築高校

主要地方道 大田杵築線

市道 中平宗近線

市道 今村旧祇園駅線

主
要
地
方
道

大
田
杵
築
線

主
要
地
方
道

藤
原
杵
築
線
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4.0m ～ 9.5ｍ

こ す ぎ み や び ら せ ん

小 杉 宮 平 線

Ｌ = 795.0m
W =

認 定

主要地方道 山香院内線
舟子田橋

市道 小杉線

八坂川
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～ 12.7ｍ

り ゅ う ず つ ね み ち せ ん

竜 頭 恒 道 線

Ｌ = 752.2m
W = 4.4m

認 定

市立山香病院

主要地方道 山香院内線

市道 神塩船木線

市道 小学校線

市道 龍頭線

市
道

若
宮
線
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6.7ｍ

な か む ら つ ね み ち せ ん

中 村 恒 道 線

Ｌ = 278.0m
W = 5.0m ～

認 定

国道10号

市道 恒道団地線

主
要
地
方
道

山
香
院
内
線

主要地方道 新城山香線
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報告第１１号 
 
 
   繰越明許費繰越計算書について 
 
 

令和５年度杵築市一般会計予算のうち、令和６年度に別紙のと

おり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１４６条第２項の規定により報告する。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
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ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰

緊
急
支
援
給
付
金
追
加
給
付
事
業
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(一
般
会
計
－
2
)

(単
位
：
円
)

款
項

事
　
業
　
名

翌
年

度
繰

越
額

既
収

入

特
定

財
源

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

令
和

５
年

度
　
杵

築
市

一
般

会
計

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

左
の
財

源
内

訳

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

繰
越

明
許

費
設
　
定
　
額

３
．

２
.

民
生

費
児

童
福

祉
費

3
3
,2
9
2
,0
0
0

6
,0
6
9
,0
0
0

0
6
,0
6
9
,0
0
0

0
0

0

３
．

２
.

民
生

費
児

童
福

祉
費

9
7
5
,0
0
0

9
7
5
,0
0
0

0
0

0
0

9
7
5
,0
0
0

３
．

２
.

民
生

費
児

童
福

祉
費

1
0
1
,0
0
0

1
0
1
,0
0
0

0
0

0
0

1
0
1
,0
0
0

４
．

１
.

衛
生

費
保

健
衛

生
費

6
,0
0
0
,0
0
0

6
,0
0
0
,0
0
0

0
5
,9
9
9
,0
0
0

0
0

1
,0
0
0

４
．

１
.

衛
生

費
保

健
衛

生
費

7
2
1
,0
0
0

7
2
1
,0
0
0

0
7
2
1
,0
0
0

0
0

0

４
．

３
.

衛
生

費
水

道
費

7
,4
0
0
,0
0
0

7
,4
0
0
,0
0
0

0
0

7
,4
0
0
,0
0
0

0
0

水
道
事
業
会
計
繰
出
金

予
防

接
種

事
業

（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
）

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

接
種
体
制
確
保
事
業

低
所
得
世
帯
物
価
高
騰
緊
急
支
援

給
付

金
事

業
（
こ
ど
も
加

算
分

）

児
童
等
被
害
防
止
対
策
推
進
事
業

大
田

こ
ど
も
園

管
理

事
業
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(一
般
会
計
－
3
)

(単
位
：
円
)

款
項

事
　
業
　
名

翌
年

度
繰

越
額

既
収

入

特
定

財
源

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

令
和

５
年

度
　
杵

築
市

一
般

会
計

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

左
の
財

源
内

訳

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

繰
越

明
許

費
設
　
定
　
額

５
．

３
.

農
林

水
産

業
費

水
産

業
費

1
3
5
,2
3
0
,0
0
0

1
3
3
,3
1
7
,0
0
0

8
0
,0
0
0

9
3
,3
0
2
,0
0
0

3
9
,9
0
0
,0
0
0

0
3
5
,0
0
0

７
．

２
.

土
木

費
道

路
橋

梁
費

1
4
,8
3
5
,0
0
0

8
,4
6
1
,0
0
0

0
4
,3
5
1
,0
0
0

4
,1
0
0
,0
0
0

0
1
0
,0
0
0

７
．

２
.

土
木

費
道

路
橋

梁
費

1
9
,3
8
8
,0
0
0

1
7
,2
4
8
,0
0
0

0
8
,8
9
1
,0
0
0

8
,3
0
0
,0
0
0

0
5
7
,0
0
0

７
．

２
.

土
木

費
道

路
橋

梁
費

2
,0
7
4
,0
0
0

2
,0
7
4
,0
0
0

0
1
,0
7
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

0
4
,0
0
0

７
．

２
.

土
木

費
道

路
橋

梁
費

1
2
0
,3
6
5
,0
0
0

1
2
0
,0
6
5
,0
0
0

0
6
8
,1
6
2
,0
0
0

4
8
,3
0
0
,0
0
0

0
3
,6
0
3
,0
0
0

７
．

６
.

土
木

費
都

市
計

画
費

6
,4
0
4
,0
0
0

6
,4
0
4
,0
0
0

0
0

0
0

6
,4
0
4
,0
0
0

水
産
物
供
給
基
盤
機
能
保
全
事
業

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業

（
鹿
倉
線
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業

（
法
面
等
長
寿
命
化
修
繕
）

道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業

（
橋
梁
等
長
寿
命
化
修
繕
事
業
）

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業

（
重
永
吉
野
渡
線
）

都
市
下
水
路
管
理
事
業

（
錦

城
第

１
ポ
ン
プ
場

水
門

改
修

）
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(一
般
会
計
－
4
)

(単
位
：
円
)

款
項

事
　
業
　
名

翌
年

度
繰

越
額

既
収

入

特
定

財
源

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

令
和

５
年

度
　
杵

築
市

一
般

会
計

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

左
の
財

源
内

訳

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

繰
越

明
許

費
設
　
定
　
額

８
．

１
．

消
防

費
消

防
費

4
3
,2
6
1
,0
0
0

4
3
,2
6
1
,0
0
0

4
3
,2
0
0
,0
0
0

0
0

0
6
1
,0
0
0

９
．

５
．

教
育

費
社

会
教

育
費

2
,6
7
0
,0
0
0

2
,6
4
0
,0
0
0

1
,3
0
0
,0
0
0

1
,3
2
0
,0
0
0

0
0

2
0
,0
0
0

１
０
．

１
．

災
害

復
旧

費
農

林
水

産
業

施
設

災
害

復
旧

費
1
0
5
,5
0
0
,0
0
0

9
1
,3
3
5
,0
0
0

1
,1
3
8
,8
9
6

7
0
,5
9
1
,0
0
0

3
,8
0
0
,0
0
0

0
1
5
,8
0
5
,1
0
4

１
０
．

２
．

災
害

復
旧

費
公

共
土

木
施

設

災
害

復
旧

費
8
8
,0
6
3
,0
0
0

8
4
,6
0
1
,0
0
0

0
4
1
,4
3
9
,0
0
0

2
3
,2
0
0
,0
0
0

0
1
9
,9
6
2
,0
0
0

8
6
2
,4
9
9
,0
0
0

6
8
2
,9
6
6
,0
0
0

7
3
,7
1
8
,8
9
6

3
9
5
,2
8
0
,0
0
0

1
3
6
,0
0
0
,0
0
0

0
7
7
,9
6
7
,1
0
4

一
　
般
　
会
　
計
　
　
合
　
　
計

耕
地
災
害
復
旧
事
業

（
現
年
補
助
分
）

公
共
土
木
災
害
復
旧
事
業

（
現
年
補
助
分
）

史
跡
杵
築
城
跡
保
存
活
用
事
業

防
災

ラ
ジ
オ
管

理
事

業
（
送
信
所
設
備
設
置
）
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報告第１２号 
 
 
   繰越明許費繰越計算書について 
 
 

令和５年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算のうち、令

和６年度に別紙のとおり繰り越したので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
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(ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
－
1
)

(単
位
：
円
)

款
項

事
　
業
　
名

翌
年

度
繰

越
額

既
収

入

特
定

財
源

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

２
．

１
.

ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ

ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ

整
備

事
業

費
整

備
事

業
費

2
8
5
,0
1
7
,0
0
0

2
2
8
,6
1
7
,0
0
0

1
1
,5
1
7
,0
0
0

0
2
1
7
,1
0
0
,0
0
0

0
0

2
8
5
,0
1
7
,0
0
0

2
2
8
,6
1
7
,0
0
0

1
1
,5
1
7
,0
0
0

0
2
1
7
,1
0
0
,0
0
0

0
0

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
特
別
会
計
　
　
合
　
　
計

令
和

５
年

度
　
杵

築
市

ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
事

業
特

別
会

計
繰

越
明

許
費

繰
越

計
算

書

繰
越

明
許

費
設
　
定
　
額

左
の
財

源
内

訳

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
整

備
事

業
費
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報告第１３号 
 
 
   繰越計算書について 
 
 

令和５年度杵築市水道事業会計予算のうち、令和６年度に別紙

のとおり繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２

９２号）第２６条第３項の規定により報告する。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
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(上
水
道
－
1
)

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
(単

位
：
円

)

款
項

事
　

業
　

名
予

算
計

上
額

不
用

額
説

　
　

明

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

1
0
4
,6

0
0
,0

0
0

3
2
,3

0
0
,0

0
0

7
2
,3

0
0
,0

0
0

5
6
,6

0
0
,0

0
0

0
7
,4

0
0
,0

0
0

8
,3

0
0
,0

0
0

0

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

2
,8

2
7
,0

0
0

0
2
,8

2
7
,0

0
0

0
2
,4

2
7
,0

0
0

0
4
0
0
,0

0
0

0

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

1
,3

4
2
,0

0
0

5
3
0
,0

0
0

8
1
2
,0

0
0

0
8
1
2
,0

0
0

0
0

0

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

2
,7

2
8
,0

0
0

0
2
,7

2
8
,0

0
0

0
1
,9

7
7
,0

0
0

0
7
5
1
,0

0
0

0

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

3
,1

6
2
,0

0
0

0
3
,1

6
2
,0

0
0

3
,1

0
0
,0

0
0

0
0

6
2
,0

0
0

0

令
和

５
年

度
　

杵
築

市
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

支
払

義
務

発
 生

 額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

企
業

債
損

益
勘

定
留

保
資

金
出

資
金

工
事

負
担

金

杵
築

浄
水

場
更

新
工

事
機

械
（
制

水
扉

）
の

製
作

に
日

数
を

要
し

た
た

め
。

中
山

間
総

合
整

備
事

業
に

伴
う

配
水

管
布

設
工

事

県
が

発
注

し
て

い
る

県
道

改
良

工
事

と
の

調
整

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

。

重
永

地
区

配
水

管
布

設
替

工
事

地
元

住
民

と
本

工
事

の
交

通
規

制
に

関
す

る
調

整
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め
。

佐
田

山
香

線
道

路
施

設
修

繕
事

業
（
山

口
線

）
に

伴
う

配
水

管
布

設
替

工
事

県
が

発
注

し
て

い
る

県
道

改
良

工
事

と
の

調
整

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

。

危
険

た
め

池
緊

急
整

備
事

業
（た

め
池

整
備

）に
伴

う
配

水
管

布
設

替
工

事
（
東

下
司

溜
池

）

県
が

発
注

し
て

い
る

た
め

池
改

良
工

事
と

の
調

整
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め
。
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(上
水
道
－
2
)

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
(単

位
：
円

)

款
項

事
　

業
　

名
予

算
計

上
額

不
用

額
説

　
　

明

令
和

５
年

度
　

杵
築

市
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

支
払

義
務

発
 生

 額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

企
業

債
損

益
勘

定
留

保
資

金
出

資
金

工
事

負
担

金

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

1
6
,0

0
0
,0

0
0

0
1
6
,0

0
0
,0

0
0

1
3
,5

0
0
,0

0
0

0
0

2
,5

0
0
,0

0
0

0

1
3
0
,6

5
9
,0

0
0

3
2
,8

3
0
,0

0
0

9
7
,8

2
9
,0

0
0

7
3
,2

0
0
,0

0
0

5
,2

1
6
,0

0
0

7
,4

0
0
,0

0
0

1
2
,0

1
3
,0

0
0

0
水

道
事

業
会

計
　

　
合

　
　

計

新
興

地
区

配
水

管
布

設
替

工
事

地
元

住
民

と
本

工
事

の
交

通
規

制
に

関
す

る
調

整
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め
。
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報告第１４号 
 
 
   繰越計算書について 
 
 

令和５年度杵築市下水道事業会計予算のうち、令和６年度に別

紙のとおり繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。 
 
 

令和６年６月５日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76



(下
水
道
－
1
)

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額
(単

位
：
円

)

款
項

事
　

業
　

名
予

算
計

上
額

不
用

額
説

　
　

明

１
．

１
．

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

4
,9

7
3
,0

0
0

0
4
,9

7
3
,0

0
0

0
0

2
,0

0
0
,0

0
0

2
,9

7
3
,0

0
0

0

4
,9

7
3
,0

0
0

0
4
,9

7
3
,0

0
0

0
0

2
,0

0
0
,0

0
0

2
,9

7
3
,0

0
0

0
下

水
道

事
業

会
計

　
　

合
　

　
計

危
険

た
め

池
緊

急
整

備
事

業
（
東

下
司

溜
池

）
に

伴
う

下
水

道
管

移
設

工
事

県
が

発
注

し
て

い
る

た
め

池
改

良
工

事
と

の
調

整
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め
。

令
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年
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築
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業
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計
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算
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越

計
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書
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払
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務
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翌
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度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

国
庫

補
助

金
工

事
負

担
金

損
益

勘
定

留
保

資
金

企
業

債
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